
１ 警備対象物件
所在地 兵庫県南あわじ市市円行寺３４５－１
名称 兵庫県立淡路三原高等学校

２ 契約期間
令和８年４月１日から令和１３年３月３１日までの５年間

３ 業務の種類
防犯サービス
毎日１６時５０分～翌８時２０分（本校が休日の場合は終日）までの時間帯に
おいて、警報機器等によって侵入異常を受信したときにおける緊急対処及び
警察機関への通報
該当の部屋には多様な物品があるため、その物品の移動により阻害されな
いシステムであること
火災監視サービス
終日、警報機器等によって感知される火災異常の監視ならびに火災異常を
受信したときにおける緊急対処及び消防機関への通報
設備監視サービス
警報機器等によって感知される本校の機器の異常を終日監視し、異常情報
受信時の遅滞ない本校緊急連絡先等への通報

４ 防犯サービスの業務提供時間
毎日 　　　　　　　　　　　　　　　16：50～08：20
学校の休日　　　　　　　　　　　終日

５ 警備に使用する回線
警備回線は、事業者によりモバイル機器を設置し、信号を送出すること

６ 警備範囲
ブロック分け 　棟　の　名　前　　 階

1 管理棟 2階
2 管理棟 2階
3 管理棟 2階
4 管理棟 3階
5 普通教室棟 1階 新規
6 普通教室棟 1階 新規
7 特別教室棟 １階
8 特別教室棟 ２階
9 特別教室棟 4階

・事務室でもブロック別施錠、解錠ができること
・事務室及び職員室金庫及び校長室
※ 金庫センサー（扉開閉）と振動センサーを設置すること

７ 特記事項
機器等 上記業務に必要となる機器

暗証番号で開閉出来る玄関電気錠2箇所及びｽｹｼﾞｭｰﾗｰ電気錠による施錠とする
暗証番号で開閉出来るｷｰﾎﾞｯｸｽ1箇所を設置のこと
（本校が現在使用している電気錠・ｽｹｼﾞｭｰﾗｰ・ｷｰﾎﾞｯｸｽ等継続使用も可とする）

機械警備に必要な機器及び上記機器、配線等の取付、及び契約終了時の取り外し費用を含む
システムが正常に稼動するよう行う、点検、調整、取替等に要する費用を含む
業務に関して生じた損害について負担すること（甲の責に帰すべき理由により生じた損害を除く）

８ その他
「警備業法施行規則第１１条の７」の条件を満たすこと
「機械警備業者の即応体制の整備の基準等に関する規則(昭和58年公安委員会規則第1号）」第2条
により現場到達は25分以内とする
契約に当たっては当仕様書に基づいた警備計画書を提出すること

教　　　　室　　　　名
事務室・事務倉庫

校長室
職員室

仕　様　明　細　書

化学準備室
新コンピュータ室

コンピュータ室
探究教室１
探究教室２
生物準備室


